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社会福祉法人五城目町社会福祉協議会職員退職金支給規程 

 

 

（目 的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人五城目町社会福祉協議会就業規則第 36条の規

定に基づき、職員の退職金支給について必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この規定おいて、次の各号に定める用語の定義はそれぞれ当該各号に定め

るところによる。 

（１）社 協              社会福祉法人五城目町社会福祉協議会 

（２）職 員              社会福祉法人五城目町社会福祉協議会が職員として採用し、

常時勤務する者 

（３）全 社 協              全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 

（４）福 利 協 会              財団法人秋田県民間社会事業福利協会 

 

（給 付） 

第３条 職員として採用の日から１年以上勤務し退職したときは、その者にこの規

程により退職金を支給する。ただし、その者が死亡退職の場合は、労働基準法施行

細則第４２条から第４５条に定める範囲及び順位の者に支給する。 

 

（給付額） 

第４条  退職金の額は、全社協及び福利協会において、定めにより計算された額

とする。 

 

（勤続期間） 

第５条 勤続期間の計算は、全社協及び福利協会において、定めにより計算された

期間とする。 

 

（給付の制限） 

第６条 退職金は、次の各号に該当する者には支給しない。 

（１） 勤続年数が１年に満たない者。 

（２） 懲戒解雇された者。 

（３） 退職した職員が、引き続き他の社会福祉事業を行う事業所に勤務し、全社

協、福利協会に加入する者。 

 

（勤続期間の継続） 

第７条 全社協及び福利協会に加入している事業所から引き続き職員として採用さ
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れた者の勤続期間は、前勤続の期間を通算することができる。 

 

（基 金） 

第８条 この規程による退職共済制度を維持する基金を確保するため、社協は全社

協及び福利協会の掛金を納付するものとする。 

 

（会計処理） 

第９条 職員に対する退職金の支給に伴う会計処理は、特別会計とし、次の各号に

よるものとする。 

（１） 全社協及び福利協会に納付する事業主負担金は、資産に計上する。 

（２） 全社協及び福利協会から振り込まれた退職金給付資金は収入に計上し、退

職した職員に支出として給付する。 

（３） 前項の場合、資産に計上していた事業主負担金は取崩しを行うものとする。 

 

 

附   則 

この規程は平成 ８年 ４月 １日から施行する。 
 


